
エヌエヌ生命保険株式会社（代表取締役社長：マリウス・ポペスク、本社：東京都渋谷区）は、本日、金融庁

より、保険業法第 132条第 1項の規定に基づき、以下の業務改善命令を受けました。

お客さまをはじめ関係者の皆さまにご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

弊社は今回の業務改善命令を重く受け止め、深く反省するとともに、今後の業務改善に向けて内部管理態勢の

抜本的な強化やコンプライアンスの徹底等に取り組み、健全かつ適切な業務運営の確保に向けた態勢を整えてま

いります。 

なお今般の業務改善命令に関して、現在ご加入いただいているお客さまのご契約内容に影響はございません。 

１．金融庁による業務改善命令の内容 

（１）保険業法第 132条第１項の規定に基づく命令 

・ 経営体制の見直しを含む経営管理（ガバナンス）態勢の抜本的な強化

・ 保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動による契約の特定、調査等、適切な顧客対応の実施

・ 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成

・ 適切な募集管理・引受管理態勢の確立（代理店に対する十分な牽制機能の構築を含む）

・ 適切な商品開発管理態勢の確立

（２）上記（１）に係る改善計画を 2023年 3月 31日（金）までに提出し、ただちに実行すること。 

（３）上記（２）の改善計画について、当該計画の実施完了までの間、３ヵ月毎の進捗及び改善状況を翌

月 15日までに報告すること（初回報告基準日を 2023年 5月末とする）。 

２．経緯 

2019年 2月以降金融庁における監督指針の改正を含め、生命保険会社各社において、保険本来の趣旨を逸

脱した商品の募集行為の防止が取り組まれてきました。しかしながら弊社においては、2022年 1月に実施した社

内調査において不適切な私製資料が多数見つかりました。加えて、その後金融庁との連携・対話の中で私製資料

を使った不適切な募集活動が行われていたことが判明したこと、及び経営管理態勢を含む各種内部管理態勢等

について不備が判明いたしました。 

３．業務改善に向けた主な取り組みについて 

今般の業務改善命令の中で指摘された内容について、経営陣が率先し社員一丸となって真摯に取り組んでまいり

ます。また、今後同様の問題が起こらないよう、企業文化・風土を改善し、自律的な自己検証機能を含む適切な

業務運営を行う組織作りに邁進すべく、以下を実行してまいります。 

2023年 2月 17日 

プレスリリース 

エヌエヌ生命に対する業務改善命令について



 

 

・ 経営管理（ガバナンス）態勢の抜本的な強化 

・ コンプライアンス・顧客保護を重視する組織風土の醸成 

・ 適切な募集管理態勢、引受管理態勢、商品開発管理態勢の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エヌエヌ生命は、オランダにルーツを持ち、175 年におよぶ伝統を誇る NN グループの一員です。NN グループは欧州および日本

を主な拠点とし、11ヵ国にわたり、保険事業、年金事業、銀行および投資業務を展開しています。その名は、源流である「ナショ

ナーレ・ネーデルランデン」に由来しています。エヌエヌ生命は、1986 年に日本で初めてのヨーロッパ生まれの生命保険会社と

して営業を開始して以来、30年以上にわたり、中小企業の “大切なもの”を共に守る商品やサービスをご提供しています。 

本件に関する問い合わせ先（報道機関用） 

エヌエヌ生命保険株式会社 広報部  原、片山 

TEL: 03-6892-0523  Email: ML-IL-JP-CCA@nnlife.co.jp 
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